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は
じ
め
に

　

弘
前
市
大
字
西
茂
森
二
丁
目
一
七
番
地
四
に
位
置
す
る
曹
洞
宗
観
音
山
普
門
院
は
、

津
軽
三
三
観
音
巡
礼
の
三
三
番
目
の
札
所
で
あ
り
、
地
域
住
民
か
ら
「
山
観
」
の
名

で
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。
毎
年
旧
暦
の
四
月
一
七
日
に
境
内
で
開
か
れ
る
宵
宮

は
、
弘
前
市
内
で
最
初
に
行
わ
れ
る
宵
宮
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

山
観
普
門
院
の
本
堂
は
正
堂
と
、
そ
の
手
前
に
増
築
さ
れ
た
礼
堂
・
向
拝
か
ら
な

り
、
宝
形
・
寄
棟
造
の
独
特
の
屋
根
を
特
徴
と
す
る
。
令
和
三
年
五
月
八
日
に
開
催

さ
れ
た
弘
前
市
文
化
財
審
議
委
員
の
会
議
の
答
申
を
受
け
、
弘
前
市
は
同
年
五
月
二

五
日
、
山
観
普
門
院
の
本
堂
を
弘
前
市
の
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
し
た
。

礼
堂
内
部
の
柱
や
蔀
戸
の
桟
と
向
拝
の
柱
に
は
参
拝
者
が
記
し
た
多
数
の
墨
書
が
み

ら
れ
る
（
図
1
）。
墨
書
に
は
参
拝
者
の
居
住
地
・
名
前
・
参
拝
し
た
年
月
日
な
ど

の
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
津
軽
地
方
に
お
け
る
観
音
信
仰
の
変
遷
や
広
が
り
を
知

る
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
回
資
料
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
墨
書
の
位
置
の
記
録
と
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
な
ど
の
現
地
調
査
は

令
和
三
年
五
月
一
三
日
に
関
根
・
小
石
川
・
高
橋
・
田
村
が
行
い
、
墨
書
の
翻
刻
は

福
井
が
担
当
し
た
。 

（
関
根
達
人
）

弘
前
市
西
茂
森
普
門
院
本
堂
の
墨
書
に
つ
い
て

関
根
達
人
・
福
井
敏
隆
・
小
石
川
透
・
高
橋
奈
里
・
田
村
眞
子

一
　
山
観
普
門
院
の
来
歴
と
本
堂
に
つ
い
て

〔
普
門
院
の
概
要
〕

　

普
門
院
は
、
山
号
を
観
音
山
と
す
る
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
る
。
史
跡
津
軽
氏
城
跡
弘

前
城
跡
長
勝
寺
構
の
南
端
に
位
置
し
、
長
勝
寺
構
内
の
「
禅
林
街
」
と
通
称
さ
れ
る

曹
洞
宗
寺
院
三
三
ヶ
寺
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。

　
「
金
沢
山
観
世
音
縁
起
・
普
門
庵
正
観
世
音
縁
起
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）

や
中
村
良
之
進
『
弘
前
寺
院
縁
起
志
』
に
よ
れ
ば
、
弘
前
城
の
築
城
に
伴
い
、
そ
れ

ま
で
茂
森
山
（
現
在
の
弘
前
市
森
町
付
近
）
に
あ
っ
た
観
音
堂
を
現
在
地
に
移
し
た

と
す
る
。
そ
の
後
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
蘭
庭
院
（
長
勝
寺
構
内
の
曹
洞
宗

寺
院
）
八
代
在
秀
を
開
基
と
し
て
、
弘
前
藩
四
代
藩
主
津
軽
信
政
が
現
在
地
に
本
堂

を
建
立
し
て
蘭
庭
院
の
末
寺
と
し
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
本
堂
を
焼
失
し
た

も
の
の
同
年
に
再
建
し
た
と
い
う
。

　

縁
起
類
と
は
別
に
、「
弘
前
藩
庁
日
記
（
御
国
）」（
以
下
「
国
日
記
」
と
す
る
）

に
は
、
普
門
院
に
つ
い
て
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る）

1
（

。

　

観
音
山
普
門
院
は
、「
山
之
観
音
」
ま
た
は
「
普
門
庵
」
と
呼
称
さ
れ
、
幕
末
に

は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
あ
る
蘭
庭
院
の
末
庵
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る）

2
（

。

〔
資
料
紹
介
〕
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図 1 　山観普門院本堂の墨書の赤外線写真

南6 南6② 南6④⑤ 北5②

北5⑦右から北3・北5・北6
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一
八
世
紀
後
半
以
降
は
藩
主
自
ら
が
度
々
参
詣
す
る
な
ど）

3
（

、
一
定
の
信
仰
を
集
め
、

本
尊
の
開
帳
も
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る）

4
（

。「
国
日
記
」
に
は
、
境
内
に
灯
籠
を
「
百

張
」
寄
進
し
よ
う
と
し
た
「
茂
森
町
松
山
屋
伊
三
郎
」
の
記
事
が
あ
り
、
開
帳
等
を

通
じ
て
藩
主
か
ら
民
間
に
至
る
ま
で
篤
い
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

5
（

。

　

明
治
以
降
は
、
寺
格
を
持
た
な
い
ま
ま
、
講
中
組
織
に
よ
る
維
持
管
理
が
続
け
ら

れ
て
い
た
が
、
大
正
に
入
っ
て
か
ら
寺
格
を
取
得
し
て
境
内
を
整
備
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

〔
観
音
堂
の
来
歴
〕

　

普
門
院
は
、
中
村
良
之
進
が
『
弘
前
寺
院
縁
起
志
』
に
記
し
た
よ
う
に
、
創
建
に

つ
い
て
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い）

6
（

が
、
現
在
地
に
観
音
堂
が
建
立
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い

て
手
掛
か
り
に
な
り
得
る
記
事
が
「
国
日
記
」
に
認
め
ら
れ
る
。

　

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
八
月
一
二
日
条
に
よ
る
と
、
城
下
の
茂
森
新
町
の
者
達

が
「
長
勝
寺
境
内
之
観
音
堂
」
を
、
茂
森
町
の
「
氏
子
」
と
共
に
再
興
し
た
い
と
長

勝
寺
に
訴
え
出
て
い
る
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
七
月
一
七
日
条
で
は
、
観
音
堂

が
同
年
四
月
一
八
日
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
秘
仏
を
開

帳
す
る
こ
と
な
ど
が
長
勝
寺
か
ら
願
い
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
の
中
で
、
秘
仏

で
あ
る
「
林
之
観
音）

7
（

」
は
「
御
長
三
寸
八
歩
」、
茂
森
町
の
大
工
・
五
右
衛
門
が
屋

敷
畑
を
耕
し
て
い
る
最
中
に
土
中
よ
り
発
見
し
た
も
の
で
、
五
〇
年
程
前
に
茂
森
新

町
の
年
寄
た
ち
が
観
音
堂
を
建
立
し
て
安
置
し
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

享
保
九
年
九
月
一
二
日
条
で
は
、「
茂
森
於
観
音
堂
せ
ん
ぼ
う
興
行
」
が
行
わ
れ
る

こ
と
の
報
告
が
あ
り
、
こ
の
段
階
で
観
音
堂
の
整
備
は
完
了
し
て
い
た
。

　
「
国
日
記
」
宝
永
元
年
八
月
一
二
日
条
で
は
、「
漆
畑
の
内
に
観
音
堂
へ
の
道
筋
を

設
け
る
必
要
が
あ
り
、
見
分
の
結
果
、
漆
木
へ
の
影
響
を
減
ら
す
た
め
、「
氏
子
」

た
ち
の
希
望
の
位
置
よ
り
西
へ
一
間
余
り
寄
せ
て
道
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」

こ
と
が
記
さ
れ
る
。

　

長
勝
寺
境
内
周
辺
の
位
置
関
係
を
描
い
た
絵
図
に
、
成
立
年
不
詳
の
「
長
勝
寺
林

石
森
絵
図
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）
が
あ
る
（
図
2
）。
本
絵
図
に
は
、
長
勝

寺
境
内
の
南
端
の
丘
陵
地
に
「
観
音
堂
」
が
描
か
れ
、
そ
の
南
西
に
「
栗
木
森
」、

南
東
側
に
「
御
蔵
畑
漆
林
」「
高
倉
主
計
返
り
地
」
等
の
情
報
が
記
載
さ
れ
る
。

　

茂
森
新
町
を
「
栗
木
新
田
」
と
表
記
す
る
点）

8
（

や
、「
高
倉
主
計）

9
（

」
と
い
う
固
有
名

詞
か
ら
、
本
絵
図
の
成
立
時
期
は
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
求
め
ら
れ

る
も
の
で
、
前
述
の
宝
永
元
年
八
月
一
二
日
条
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
状
況
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
絵
図
で
描
か
れ
る
状
態
は
「
観
音
堂
」
が
道
筋
を
ま
た
い
で
南
か
ら
東
に
か
け

て
囲
ま
れ
る
よ
う
に
漆
林
と
接
し
て
お
り
、
宝
永
元
年
八
月
一
二
日
条
の
記
述
と
齟

齬
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
描
か
れ
て
い
る
場
所
は
、
茂
森
新
町
よ
り

「
湯
口
道
」
へ
至
る
位
置
関
係
か
ら
、
現
在
の
普
門
院
の
場
所
と
大
き
く
異
な
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
、
一
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
「
長
勝
寺
境
内
之
観
音
堂
」
は
、「
長
勝

寺
林
石
森
絵
図
」
に
描
か
れ
た
「
観
音
堂
」
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
場
所
は
現
在
の

普
門
院
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

そ
し
て
、「
観
音
堂
」
の
来
歴
と
し
て
は
、
一
七
世
紀
半
ば
に
茂
森
町
の
大
工
・

五
右
衛
門
の
屋
敷
畑
か
ら
出
土
し
た
仏
像）

10
（

を
安
置
す
る
た
め
に
建
設
し
た
「
長
勝
寺

境
内
之
観
音
堂
」
が
約
五
〇
年
後
に
大
破
し
た
こ
と
、
享
保
年
間
に
茂
森
新
町
や
茂

森
町
の
「
氏
子
」
た
ち
の
尽
力
で
再
建
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
す
る
。
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図 2 　「長勝寺林石森絵図」（長勝寺境内周辺）

図の上が北。長勝寺境内上部中央丘陵地に「観音堂」、東側の道筋沿いに「高倉主計返り地」「私預屋敷」、

道筋を挟んで南側に「御朱引ノ内御蔵畑漆林」とあり、漆木を描写するが、「長勝寺境内」南西側の「栗木森」

とは樹木の描写の手法が異なっている。

図の上が北。「栗木新田」（茂森新町）から「湯口道」へ抜ける道筋。

「長勝寺境内」

「観音堂」
「栗木森」

「私預屋敷」

「高倉主計返り地」

「御朱引ノ内御蔵畑漆林」

「湯口道」

「観音堂」

「栗木新田」
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〔
普
門
院
本
堂
の
概
要
〕

　

普
門
院
本
堂
は
、
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
宝
形
造
及
び
寄
棟
造
で
、
切
妻
造
の

向
拝
一
間
が
東
側
に
張
り
出
す
。
三
間
四
方
で
宝
形
造
鉄
板
葺
の
頂
部
に
露
盤
・
宝

珠
を
置
く
正
堂
と
、
桁
行
二
間
、
梁
間
三
間
、
寄
棟
造
の
礼
堂
と
が
一
体
と
な
っ
て

構
成
さ
れ
る
特
異
な
形
状
を
持
つ
。

　

礼
堂
部
分
に
つ
い
て
は
、
正
堂
と
別
の
建
物
で
あ
っ
た
も
の
を
一
体
に
改
修
し
た

と
い
う
説
や
、
後
年
の
増
築
と
す
る
説
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
今
回
実
施
し
た
詳
細
調

査
に
お
い
て
、
小
屋
裏
の
正
堂
部
分
に
本
来
外
部
へ
向
け
て
施
さ
れ
る
装
飾
的
な
実

肘
木
や
漆
喰
壁
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
礼
堂
部
分
が
後
世
の
増
築
で
あ
る
こ
と
が
明
確

と
な
っ
た
。

　

正
堂
部
に
置
か
れ
る
宮
殿
に
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
三
月
の
棟
札
が
残
る
。

棟
札
に
記
載
の
あ
る
、
大
工
・
堀
江
伊
兵
衛
と
金
具
師
・
明
珍
内
匠
は
、
弘
前
藩
扶

持
職
人
の
家
柄
で
あ
り
、
相
応
の
技
術
力
と
格
式
を
持
っ
た
職
人
が
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

　

建
築
年
に
つ
い
て
、
享
保
三
年
の
棟
札
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

が
所
在
は
不
明
で
あ

る
。
今
回
の
調
査
で
も
建
築
年
次
の
確
定
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
調
査
担
当
だ
っ
た

弘
前
市
文
化
財
審
議
委
員
・
岡
田
俊
治
氏
に
よ
り
、
一
八
世
紀
前
期
の
建
築
と
判
断

さ
れ
た
。
ま
た
、
礼
堂
部
分
の
増
築
時
期
は
、
建
物
に
残
さ
れ
た
墨
書
の
検
討
か
ら

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
以
前
と
さ
れ
た
。

　

礼
堂
の
増
築
以
降
は
大
規
模
な
改
変
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
藩
政
期
の
建
築

様
式
を
よ
く
伝
え
、
小
屋
組
及
び
柱
な
ど
の
主
要
構
造
材
に
つ
い
て
の
保
存
状
態
も

良
好
で
あ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
墨
書
か
ら
は
、
当
時
の
当
寺
院
に
対
す
る
信
仰
圏
の
広
が
り
を

確
認
で
き
る
が
、
増
築
は
そ
う
し
た
参
拝
者
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
行
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
に
至
っ
た
観
音
堂
の
事
例
は
県
内
に
は

現
存
せ
ず
、
歴
史
的
に
貴
重
な
建
物
で
あ
る
。 

（
小
石
川　

透
）

二
　
礼
堂
と
向
拝
の
墨
書

　

墨
書
は
礼
堂
内
部
の
柱
と
蔀
戸
の
桟
に
多
く
、
向
拝
の
柱
で
も
確
認
し
た
が
、
正

堂
に
は
見
ら
れ
な
い
（
図
3
）。
墨
書
は
、
参
拝
者
が
詣
で
た
年
月
日
や
居
住
地
、

名
前
を
記
し
た
も
の
と
、
大
工
も
し
く
は
建
具
師
が
蔀
戸
の
部
材
に
記
し
た
番
付
に

大
別
さ
れ
、
前
者
が
多
い
。
ま
た
、
前
者
の
筆
跡
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
筆
遣
い
か
ら
同
一
人
物
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

以
下
、
墨
書
の
内
容
を
記
す
。

【
翻
刻
文
】（
※
﹇　
　

﹈・
□
は
判
読
不
明
字
）

1
　
向
拝
南
柱

①
上
部

﹇　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

﹈

﹇　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

﹈

﹇　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

﹈

明
治
十
九
丙
戌
旧
四
月
十
五
日

﹇　
　
　

﹈
参
詣
仕
候

②
下
部

　
　

﹇　
　
　
　
　
　
　
　

﹈

　
　

﹇　
　
　
　
　
　
　
　

﹈

五
月
﹇　
　
　
　
　
　
　
　

﹈

　
　

﹇　
　
　
　
　
　
　
　

﹈
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図 3 　山観普門院本堂の墨書の位置
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2
　
向
拝
北
柱
西
面

　

鶴
田
町
大
字
胡
桃
舘　
　
　

鶴
田
町
西
中
野

講
中　

成
田
條
一
郎　
　
　
　
　

鏡
谷
善
次
郎

　
　
　
　
　
　

十
三
名　
　
　

伊
東
与
兵
衛

　

昭
和
三
十
六
年
九
月
廿
日　

伊
東
宇
市

　
　

有
難
う
御
座
い
ま
す

3
　
向
拝
北
柱
南
面

元
﹇　
　
　
　
　
　
　

﹈

□
□

4
　
東
1
（
礼
堂
東
面
南
か
ら
2
本
目
）
※
上
下
の
3
箇
所
に
墨
書
あ
り
。

①
上

青
森
縣
北
津
軽
郡

長
橋
村

小
笠
原
幸
助
・
同
人
三
女
さ
た

　
　
　

北
津
﹇　
　
　
　
　
　
　

﹈

②
下

西
津
軽
郡
旧
漆
館
村

　

外
竒
（
﨑
）
要
助

明
治
亥
廿
二
年
旧
八
月
三
日
﹇　
　
　
　
　

﹈

③
下
の
左

※
判
読
不
能
。

5
　
東
2
（
礼
堂
東
面
北
か
ら
2
本
目
）

広
須
組
上
古
川
村
石
岡
三
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻

　

慶
応
三
卯
年　
　
　
　
　

広
須
組
﹇　
　
　
　
　

﹈

　
　
　

七
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　

﹇　
　
　
　
　

﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹇　
　
　
　
　

﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
詣
仕
候
□
□

6
　
南
1
（
礼
堂
南
面
東
上
蔀
戸
）

文
政
六
未
六
月
十
一
日

奉
納
御
国
第
三
十
三
番　

赤
石
沢
小
森
万
助

7
　
南
2
（
礼
堂
南
面
東
上
蔀
戸
）

天
保
六
乙
未
年
七
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
東
十
郎

　
　
　
　
　

高
杉
組
宮
館
村　
　
　
　

夫
婦

8
　
南
3
（
礼
堂
南
面
東
上
蔀
戸
）
※
上
下
2
箇
所
に
落
書
あ
り
。

①
上

天
保
十
二
辛
丑
年
八
月
十
七
日

高
杉
庄
屋
三
国
屋
金
次
郎

行
者　

四
人
引
受
五
人
参
詣
仕
候

②
下
（
異
筆
）
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弘
化
三
丙
午
年

弘
前
鍛
冶
町　

同
行
五
人

一
野
屋
仁
助

六
月
三
日

※
「
同
」
は
「
銅
」
と
誤
記
し
、「
金
」
偏
を
消
し
た
様
で
あ
る
。

9
　
南
4
（
礼
堂
南
面
東
上
蔀
戸
）

文
政
拾
弐
年　
　

高
七
夫
婦
・
娘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
合
同
行
六
人
参
詣

丑
正
月
十
四
日　

繁
兵
衛
・
要
之
助
・
定
吉

10
　
南
5
（
礼
堂
南
面
東
下
蔀
戸
）
※
建
築
時
の
柱
の
番
付
と
思
わ
れ
る
。

南
上
か
ら
東
ゟ
三  

　
11
　
南
6
（
礼
堂
南
面
中
央
柱
）
※
上
中
下
7
箇
所
に
落
書
あ
り
。

①
一
番
上

西
津
軽
郡
北
浮
田
村

　

長
谷
川
佐
兵
衛

　

今
長
次
郎 

明
治
十
五
年
旧
五
月
廿
日

　

参
詣
仕
候

②
（
異
筆
1
）

高
杉
組
高
屋
邑
長
四
郎
・
萬
九
郎
・

助
七
・
長
作
・
伴
次
郎
・
賀
田
村
寅
丈
・

蒔
苗
村
喜
兵
衛
、
同
行
七
人
参
詣
仕
候
、

天
保
十
一
庚
子
年
九
月
二
十
日

③
（
異
筆
2
）

文
政
六
癸
未
年
六
月
廿
一
日　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
澤
了
壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
郎
叔
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
郎
叔
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
右
衛
門
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
右
衛
門
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
右
衛
門
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
行
七
人

※
田
澤
了
壽
と
妙
壽
は
夫
婦
と
思
わ
れ
る
。
了
壽
と
妙
寿
は
法
号
で
あ
ろ
う
。

④
中
部
の
右
（
異
筆
3
）

　

天
保
三
壬
辰
七
月
六
日

増
館
組
水
木
村
猪
俣
酉
蔵

⑤
中
部
の
左
（
異
筆
4
）

　

天
保
十
四
卯
年
八
月
十
三
日

外
ノ
濱
浦
町
衲
大
野
村　
　
　
　

※
「
衲
」
は
「
組
」
と
し
て
描
い
た
模
様
。

　
　
　

高
坂
宇
右
衛
門
四
十
才　

※
「
四
十
才
」
は
推
定
で
あ
る
。　
　
　

⑥
下
部
（
異
筆
5
）

文
政
九
丙
戌
年
﹇　
　
　
　

村
﹈
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奉
納
御
國
三
拾
三
所　

蒔
苗
五
右
衛
門
親
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
行
五
人

七
月
二
日　
　
　
　
　
　

菊
池
五
兵
衛

⑦ 

⑥
の
左
（
異
筆
6
）

　
　
　
　

赤
田
組
沖
村　

□
右
衛
門　

※
こ
の
3
行
は
⑥
と
は
異
筆
カ
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
印
収
三
人

12
　
北
1
（
礼
堂
北
面
東
上
蔀
戸
）

青
森
本
町
﹇　
　
　
　
　
　
　

﹈

森
田
吉
三
郎
□
□

13
　
北
2
（
礼
堂
北
面
東
上
蔀
戸
）

木
作
新
田
吹
原
村
木
村
勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　

丑
七
月
廿
八
日
ふ
□
□
□
参
詣

14
　
北
3
（
礼
堂
北
面
東
上
蔀
戸
）
※
上
下
2
箇
所
に
あ
り
。

①
上

西
津
軽
郡
越
水
村
大
字

　

伝
法
谷
喜
右
衛
門

②
下
（
異
筆
1
）

寅
七
月
廿
八
日

木
造
新
田
吹
原
村
吉
寿
・
伊
右
衛
門
同
行
弐
人

15
　
北
4
（
礼
堂
北
面
東
下
蔀
戸
）
※
建
築
時
の
柱
の
番
付
と
思
わ
れ
る
。

東
ゟ
一

16
　
北
5
（
礼
堂
北
面
中
央
柱
）
※
上
中
下
7
箇
所
に
落
書
あ
り
。

①
一
番
上

西
津
軽
郡

　

三
ツ
館
村

　

坂
本
仁
三
郎

　

金
子
専
四
郎

明
治
二
十
六
年

　

旧
六
月
五
日

　
　

参
詣
仕
候
や
（
也
）

②
（
異
筆
）

文
政
九
年
戌
ノ

　
　
　
　
　

七
月
廿
二
日

奥
刕　

松
前
箱
館
此
所
参

　
　
　
　
　
　
　
　

申
候

朋
神
丸
藤
八

　
　
　
　
　

吉
松

③ 
②
の
右
下
（
異
筆
）

　

戌
七
月
廿
七
日
参
詣
仕
候

赤
田
組
胡
桃
館
村

　
　
　
　
　

永
沢
甚
吉
夫
婦
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※
文
政
9
年
（
１
８
２
６
）
の
可
能
性
あ
り
。

④ 
③
の
下
（
異
筆
）

赤
田
組
菖
蒲
川
村
中
畑
茂
左
衛
門

工
藤
長
右
衛
門
□
御
参
詣
仕
候

　

丑
七
月
一
日

⑤ 

④
の
下
（
異
筆
）

明
治
二
十
九
年
十
月
カ
？

⑥ 

③
の
左
（
異
筆
）

文
政
十
一
戊
子
年
六
月
廿
日

奉
納
三
拾
三
處
金
木
新
田
豊
岡
村
原
田
伊
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
野
村
山
田
嘉
兵
衛

⑦ 

⑤
の
下
（
異
筆
）

　
　

増
館
組
目
鹿
沢
村

天
保
十
五
年
甲
辰
年　

渋
谷
源
右
衛
門
妻
共

　
　

六
月
廿
日　
　
　

瀧
谷
孫
右
衛
門
妻
共

　
　
　

参
詣
仕
候　
　

高
屋
佐
左
衛
門
妻
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
沢
七
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
行
七
人

17
　
北
6
（
礼
堂
北
面
西
上
蔀
戸
）

①　

※
鉛
筆
の
よ
う
な
も
の
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
郡
鳴
沢
村

昭
和
九
年
旧
六
月
二
十
日　

大
字
小
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　

参
拝　

神　

葛
作　

四
十
八
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
そ
ん
こ　

三
十
五
才

②
（
異
筆
）

坂
元
七
左
衛
門　

婦
夫　

奉
納
御
寶
前    

※
「
婦
夫
」
は
「
夫
婦
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

18
　
北
7
（
礼
堂
北
面
西
上
蔀
戸
）

嘉
永
三
戌
年

奉
納
飯
詰
組
金
山
村

七
月
廿
四
日　

元
次
郎
妻

19
　
北
8
（
礼
堂
北
面
西
上
蔀
戸
）

嘉
永
二
年
己

奉
納
参
詣
仕
木
作
新
田
越
水
村　

木
村
武
兵
衛

酉
四
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　

長
内
与
左
衛
門

20
　
北
9
（
礼
堂
北
面
東
上
蔀
戸
）
※
建
築
時
の
柱
の
番
付
と
思
わ
れ
る
。

東
ゟ
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

21
　
北
10
（
礼
堂
北
面
東
下
蔀
戸
）
※
建
築
時
の
柱
の
番
付
と
思
わ
れ
る
。

東
ゟ
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
20
と
は
字
体
が
違
う　
　

 

（
福
井
敏
隆
・
関
根
達
人
）
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三
　
墨
書
か
ら
み
た
山
観
普
門
院
の
信
仰

　

参
拝
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
墨
書
の
内
容
を
、
年
代
順
に
示
し
た
（
表
1
）。
最

古
の
年
号
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
で
、
最
新
は
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
で

あ
る
。
年
代
的
に
は
文
政
期
・
天
保
期
お
よ
び
明
治
中
期
に
集
中
が
見
ら
れ
る
。
参

拝
の
時
期
は
旧
暦
の
六
月
・
七
月
に
偏
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
特
に
旧
暦
六
月
二
〇

日
の
参
拝
は
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）・
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）・
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
の
三
回
確
認
さ
れ
、
翌
六
月
二
一
日
の
参
拝
も
一
回
み
ら
れ
る
。

　

墨
書
を
記
し
た
参
拝
者
は
、
近
世
か
ら
近
代
ま
で
一
貫
し
て
、
地
元
弘
前
よ
り
も

表 1 　山観普門院本堂にみられる参拝者の墨書一覧

参拝年月日 参拝者の居住地 左同（現在地） 参拝者の名前 墨書の位置

文政6年（1823）6月11日 赤石沢 鯵ヶ沢町赤石町 小森万助 礼堂南面東上蔀戸
（南1）

文政6年（1823）6月21日

田澤了壽・妙壽・吉郎叔母・
重郎叔母・定右衛門妻・
小右衛門妻・佐藤右衛門
妻 同行7人

礼堂南面中央柱上
（南6③）

文政9年（1826）7月2日 蒔苗五右衛門親子・菊池
五兵衛 同行5人

礼堂南面中央柱下部
（南6⑥）

文政9年（1826）7月22日 奥刕松前箱館 北海道函館市 朋神丸藤八・吉松 礼堂北面中央柱
（北5②）

文政9年（1826）7月27日 赤田組胡桃舘村 鶴田町胡桃館 永沢甚吉夫婦 礼堂北面中央柱
（北5③）

文政11年（1828）6月20日 金木新田豊岡村・
富野村 中泊町豊岡・富野 原田伊兵衛・山田嘉兵衛 礼堂北面中央柱（北5⑥）

文政12年（1829）1月14日 高七夫婦・娘・繁兵衛・
要之助・定吉 同行6人

礼堂南面東上蔀戸
（南4）

天保3年（1832）7月6日 増田組水木村 藤崎町水木 猪俣酉蔵 礼堂南面中央柱中部の右
（南6④）

天保6年（1835）7月9日 高杉組宮館村 弘前市宮館 佐藤東十郎夫婦 礼堂南面東上蔀戸
（南2）

天保11年（1840）9月20日 高杉組高屋邑 弘前市高屋
長四郎・萬九郎・助七・
長作・伴次郎・賀田村寅丈・
蒔苗村喜兵衛 同行7人

礼堂南面中央柱上
（南6②）

天保12年（1841）8月17日 高杉 弘前市高杉 庄屋 三国屋金次郎と行
者4人の合計5人

礼堂南面東上蔀戸上
（南３①）

天保14年（1843）8月13日 外ノ濱浦町衲大野
村 青森市大野 高坂右衛門 礼堂南面中央柱中部の左

（南6⑤）

天保15年（1844）6月20日 増館組目鹿沢村 青森市浪岡女鹿沢
渋谷源右衛門妻共・瀧谷
孫右衛門妻共・高屋佐左
衛門妻共・西沢七之助

礼堂北面中央柱
（北5⑦）

弘化３年（1846）6月3日 弘前鍛冶町 弘前市鍛冶町 一野屋仁助 同行5人 礼堂南面東上蔀戸下
（南３②）

嘉永2年（1849）4月22日 木作新田越水村 つがる市木造越水 木村武兵衛・長内与左衛門礼堂北面西上蔀戸（北8）

嘉永3年（1850）7月24日 飯詰組金山村 五所川原市金山 元次郎妻 礼堂北面西上蔀戸
（北7）

慶応3年（1867）7月19日 広須組上古川村 つがる市柏上古川 石岡三四郎妻 礼堂東面北から2本目
（東2）

近世年不明7月1日 赤田組菖蒲川村 鶴田町菖蒲川 中畑茂左衛門・工藤長右
衛門

礼堂北面中央柱
（北5④）

近世年不明7月28日 木作新田吹原村 つがる市吹原 木村勘兵衛 礼堂北面東上蔀戸
（北2）

近世年不明7月28日 木造新田吹原村 つがる市木造吹原 吉寿・伊右衛門 礼堂北面東下蔀戸
（北3②）

近世年不明7月29日 赤田組沖村 青森市浪岡女鹿沢 □右衛門・□五右衛門・□印収3人
礼堂南面中央柱下部
（南6⑦）

近世？年月日不明 坂元七左衛門夫婦 礼堂北面西上蔀戸
（北6②）

近世？年月日不明 青森本町 青森市本町 森田吉三郎 礼堂北面東上蔀戸
（北1）

明治15年（1882）旧5月20日西津軽郡北浮田村鯵ヶ沢町北浮田町 長谷川佐兵衛・今長次郎 礼堂南面中央柱一番上（南６①）
明治19年（1886）旧4月15日 向拝南柱上部
明治19年（1886）旧4月15日 向拝南柱上部

明治22年（1889）8月3日 西津軽郡旧漆館村つがる市森田町中田外崎要助 礼堂東面南から2本目下
（東1②）

明治26年（1893）旧6月5日 西津軽郡三ツ館村 つがる市三ツ館 坂本仁三郎・金子専四郎 礼堂北面中央柱（北5①）

明治29年（1896）10月？ 礼堂北面中央柱
（北5⑤）

昭和9年（1934）旧6月20日 西郡鳴沢村大字小屋敷 鯵ヶ沢町小屋敷町 神葛作・そん子 礼堂北面西上蔀戸
（北6①）

昭和36年（1961）9月20日 鶴田町大字胡桃舘 鶴田町胡桃舘 講中 成田條市郎13名 向拝北柱西面

昭和36年（1961）9月20日 鶴田町西中野 鶴田町西中野 鏡谷善次郎・伊東与兵衛・
伊東宇市 向拝北柱西面

昭和36年（1961）9月20日 鶴田町大字胡桃舘 鶴田町胡桃舘 講中 成田條市郎13名 向拝北柱西面

昭和36年（1961）9月20日 鶴田町西中野 鶴田町西中野 鏡谷善次郎・伊東与兵衛・
伊東宇市 向拝北柱西面

近代年月日不明 西津軽郡越水村大
字 つがる市木造越水 伝法谷喜右衛門 礼堂北面東上蔀戸

（北3①）

近代年月日不明 青森縣北津軽郡長
橋村 五所川原市長橋 小笠原幸助・同人三女さた礼堂東面南から2本目上（東1①）
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西
北
津
軽
郡
に
多
い
。
な
か
に
は
金
木
新
田
豊
岡
村
・
富
野
村
（
現
中
泊
町
豊
岡
・

富
野
）の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
日
帰
り
で
は
参
拝
が
難
し
い
地
域
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

津
軽
以
外
の
参
拝
者
の
墨
書
が
一
件
だ
け
確
認
で
き
た
。
文
政
九
年（
一
八
二
六
）

七
月
二
二
日
、
箱
館
を
船
籍
と
す
る
朋
神
丸
の
藤
八
・
吉
松
両
名
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
寄
港
地
で
も
な
い
内
陸
の
城
下
町
弘
前
の
寺
院
に
北
前
船
の
関
係
者
が
い
か
な

る
理
由
で
詣
で
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

普
門
院
の
本
堂
は
、
奥
の
正
堂
と
、
そ
の
手
前
に
増
築
し
た
礼
堂
か
ら
な
る
。「
国

日
記
」
に
よ
れ
ば
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
は
八
代
藩
主
津
軽
信
明
、
寛
政
一

二
年
（
一
八
〇
〇
）
と
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
は
九
代
藩
主
寧
親
が
普
門
院
に

参
詣
に
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
藩
主
は
正
堂
内
に
安
置
さ
れ
た
秘
仏
の
本
尊
を
間

近
で
目
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

一
方
、
礼
堂
内
の
柱
や
蔀
戸
の
内
側
に
残
る
墨
書
は
、
山
観
普
門
院
に
詣
で
た
庶

民
が
、
礼
堂
内
に
立
ち
入
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
礼
堂
は
正
堂
内
に
立
ち
入
る

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
庶
民
が
少
し
で
も
本
尊
に
近
づ
け
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
増

築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
城
下
の
見
物
を
兼
ね
、
は
る
ば
る
遠
く
か
ら
、
時

に
泊
り
が
け
で
参
詣
に
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
喜
捨
な
ど
の
貢
献
を
す
る
こ
と
で
、

参
拝
記
念
の
墨
書
を
特
別
に
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
礼
堂
内
に
残
る
墨
書
は
、
今

に
受
け
継
が
れ
る
庶
民
に
開
か
れ
た
山
観
普
門
院
の
在
り
方
が
二
〇
〇
年
前
に
遡
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

（
関
根
達
人
）

【
謝
辞
】
調
査
に
あ
た
り
、
普
門
院
の
白
澤
雪
俊
住
職
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
末
筆

で
は
あ
り
ま
す
が
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
1
）
弘
前
藩
領
内
に
は
、
観
音
山
普
門
院
と
は
別
に
、
最
勝
院
（
真
言
宗
領
内
触
頭
）

の
塔
頭
「
廣
船
山
普
門
院
」
が
存
在
し
た
。
享
和
三
年
「
寺
社
領
分
限
帳
」（『
新
編

弘
前
市
史
資
料
編
３
（
近
世
編
２
）』（
弘
前
市
企
画
部
企
画
課　

二
〇
〇
〇
）
所
収
）

に
よ
れ
ば
、
年
不
詳
だ
が
広
船
村
（
現
・
平
川
市
）
に
創
建
さ
れ
、
元
和
年
中
に
弘

前
藩
二
代
藩
主
津
軽
信
枚
よ
り
寺
領
一
五
石
の
寄
進
を
受
け
た
。
寛
永
年
中
に
最
勝

院
の
塔
頭
と
な
っ
た
。

（
2
）「
国
日
記
」
万
延
二
年
二
月
一
七
日
条

　
　

一
、
長
勝
寺
申
出
候
、
蘭
庭
院
末
庵
普
門
庵
本
尊
観
世
音
先
年
之
御
振
合
を
以
開
帳

辻
札
相
立
申
度
儀
、
別
而
差
障
之
筋
茂
相
見
得
不
申
候
間
願
出
之
通
被
仰
付
候

様
（
下
略
）、

　
　
　

曹
洞
宗
の
領
内
触
頭
長
勝
寺
か
ら
普
門
庵
の
本
尊
の
開
帳
の
要
望
が
申
し
出
さ

れ
、
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
3
）「
国
日
記
」
天
明
八
年
十
月
一
七
日
条
、
寛
政
一
二
年
七
月
二
七
日
条
（
参
詣
は

七
月
二
八
日
）、
文
政
五
年
四
月
九
日
条

（
4
）「
国
日
記
」
天
保
七
年
七
月
二
四
日
条

　
　

一
、
此
度
江
戸
表
ゟ
観
音
一
体
御
下
、
御
小
納
戸
役
取
扱
ニ
而
長
勝
寺
江
御
預
被
仰

付
、
去
ル
廿
日
同
寺
江
御
預
相
済
候
、
尤
年
々
四
月
十
七
日
山
観
音
堂
夜
宮
之
節

長
勝
寺
役
僧
壱
人
附
添
右
観
音
堂
江
遷
座
い
た
し
翌
十
八
日
昼
時
過
又
々
長
勝
寺

江
相
納
置
候
様
、
尤
右
之
節
両
目
付
之
内
壱
人
足
軽
両
人
相
詰
猥
ケ
間
敷
儀
無
之

様
扱
方
被
仰
付
候
、
右
両
役
共
長
勝
寺
承
合
之
様
申
付
候
、
其
外
夫
々
申
遣
之
、

　
　
　

毎
年
「
夜
宮
」
の
行
わ
れ
る
四
月
一
七
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
、
長
勝
寺
等
の
管

轄
の
下
、
江
戸
で
求
め
た
観
音
像
を
、
観
音
堂
へ
遷
し
て
開
帳
が
行
わ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
本
尊
自
体
の
開
帳
は
三
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（「
国
日
記
」
の
本
条
に
つ
い
て

は
福
井
敏
隆
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
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（
5
）「
国
日
記
」
文
久
元
年
四
月
八
日
条

（
6
）『
弘
前
寺
院
縁
起
志
』
一
二
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二　

青

森
県
の
地
名
』（
平
凡
社　

一
九
八
二
）
の
「
普
門
院
」
の
項
に
は
「
正
徳
元
年
（
一

七
一
一
）
の
寺
社
領
分
限
帳
（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）
に
は
普
門
庵
と
あ
り
、

庵
寺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」
と
記
述
さ
れ
る
。
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
所
蔵
の

正
徳
元
年
の「
寺
社
領
分
限
帳
」は
、「
津
軽
古
図
書
保
存
会
文
庫
」、「
津
軽
家
文
書
」、

「
八
木
橋
文
庫
」
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
に
も
「
普
門
庵
」
の
記

述
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
確
認
で
き
た
の
は
、
同
館
所
蔵
「
岩
見
文
庫
」
の
「
寺

社
分
限
帳
」
で
あ
る
。
こ
の
「
寺
社
分
限
帳
」
は
、
明
治
初
年
の
情
報
も
記
載
（『
岩

見
文
庫
郷
土
資
料
総
目
録
』（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館　

一
九
八
二
）で
は
成
立
を（
嘉

永
頃
）
と
す
る
）
さ
れ
る
が
、「
長
勝
寺
寺
庵
」
と
し
て
「
普
門
庵
」
が
記
載
さ
れ
る
。

な
お
、「
普
門
庵
」
の
名
が
記
載
さ
れ
る
成
立
年
の
明
確
な
資
料
と
し
て
は
安
政
二

年
（
一
八
五
五
）
の
「
御
国
三
拾
三
番
納
経
帳
」（
岩
見
文
庫
）
が
あ
る
が
、
こ
こ

か
ら
「
普
門
庵
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
幕
末
期
を

下
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（「
御
国
三
拾
三
番
納
経
帳
」
に
つ
い
て
は
福
井

敏
隆
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

（
7
）「
国
日
記
」
寛
延
三
年
四
月
八
日
条
に
「
茂
森
観
音
林
」
と
あ
る
よ
う
に
、
観
音

堂
周
辺
を
当
時
「
観
音
林
」
と
呼
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
8
）「
国
日
記
」
で
は
寛
文
年
間
は
「
重
森
派
町
」
と
表
記
し
て
お
り
、「
茂
森
新
町
」

の
表
記
は
天
和
年
間
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
貞
享
元
年
五
月
一
二
日
条
で
は
、
藩
主
の

巡
見
の
際
の
帰
城
の
ル
ー
ト
と
し
て「
唐
内
坂
栗
木
林
奥
茂
森
町
塩
分
町
」と
あ
り
、

茂
森
新
町
周
辺
を
「
栗
木
林
」
と
称
し
て
い
た
。

（
9
）「
分
限
帳
」
元
禄
十
年
第
五
（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）
で
は
「
御
城
代
」
と

し
て
「
高
八
百
石
」
の
「
高
倉
主
計
」
を
記
載
す
る
。
高
倉
家
は
代
々
「
五
兵
衛
」

を
名
乗
る
が
、「
国
日
記
」
で
は
貞
享
か
ら
元
禄
に
か
け
て
、
一
貫
し
て
「
主
計
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
宝
永
元
年
没
。

（
10
）
普
門
院
の
本
尊
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、「
丈
三
寸
八
分
」（『
新
編
陸
奥
国
誌
』

明
治
九
年
）、「
御
長　

四
寸
」（「
金
沢
山
観
世
音
縁
起
・
普
門
庵
正
観
世
音
縁
起
」

明
治
一
七
年
）
と
あ
り
、「
長
勝
寺
境
内
之
観
音
堂
」
に
安
置
さ
れ
た
「
御
長
三
寸

八
歩
」
の
本
尊
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

（
11
）青
森
県
教
育
委
員
会『
青
森
県
の
近
世
社
寺
』（
青
森
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
九
）

五
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
、先
述
の
「
国
日
記
」
の
記
事
に
見
る
よ
う
に
、享
保
年
間
が
「
観

音
堂
」
に
お
い
て
再
建
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
享
保
三
年
」
に
、
何

か
し
ら
の
出
来
事
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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）
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）
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